障がい者支援施設等からの役務の提供について

大阪府財務規則第61条の４第１号及び第３号に基づく、障がい者支援施設等からの役務の提供についての契約は次のとおりです。
	役務の提供内容
	契約の相手方
	契約の相手方とした理由
	契約の締結状況

	○業務名
在宅就業マッチング支援等事業

○業務内容
　働く意欲と能力はあるものの、就労時間の制約や移動に困難があるなど様々な事情で就職が困難な在宅障がい者に対し、障がい者の社会的・経済的自立を促進するため、ICT技術を活用した在宅就業支援体制を整備し、IT関連業務を通じ、在宅障がい者が能力等に応じて活躍できる仕組みを構築する。
・在宅就業障がい者総合相談支援事業
・在宅就業障がい者支援事業（ICTネットワーク構築等）
・在宅就業障がい者ICT技術等スキルアップ事業
	○名称
社会福祉法人　大阪市障害者福祉・スポーツ協会

○住所
大阪市天王寺区東高津町12-10
大阪市立社会福祉センター2F
	社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会は、厚生労働省から認定を受けた「在宅就業支援団体」であり、これまで、在宅就業障がい者の希望に応じた就業の機会の確保や、在宅就業障がい者に対して、その業務を適切に行うために必要な知識及び技能を修得するための職業講習等を行ってきた機関である。
また、「地方自治法施行令第167条の２第１項第３号に定める障害者支援施設等に準ずる者」のうち、在宅就業支援団体として大阪府の認定を受けている唯一の団体であることから、その活動実績を踏まえ、本件の契約先の相手方とした。
	○契約日
令和８年４月１日

○契約期間
令和８年４月１日から
令和９年３月31日まで

○契約金額
　6,613,000円




障がい者支援施設等からの役務の提供について

大阪府財務規則第61条の４第１号及び第３号に基づく、障がい者支援施設等からの役務の提供についての契約は次のとおりです。
	役務の提供内容
	契約の相手方
	契約の相手方とした理由
	契約の締結状況

	○業務名
就労移行等連携調整事業

○業務内容
　就労支援力の向上及び一般就労後の定着を促進し、就労系障がい福祉サービスを中心とした地域との連携等の支援体制の構築等を図ることを目的とした研修の実施
	○名称
特定非営利活動法人　大阪障害者雇用支援ネットワーク

○住所
大阪市中央区北浜東３-14
	大阪府全域から就労移行支援事業所、障害者就業・生活支援センター、企業等が会員として参画し、障がい者の就労支援と雇用拡大を目的に活動しており、その会員数や過去の活動実績を踏まえ、「地方自治法施行令第167条の２第１項第３号に定める障害者支援施設等に準ずる者」としての大阪府の認定を受けているため。

	○契約日
令和８年４月１日

○契約期間
令和８年４月１日から
令和９年３月31日まで

○契約金額
　3,122,000円





障がい者支援施設等からの役務の提供について

大阪府財務規則第61条の４第１号及び第３号に基づく、障がい者支援施設等からの役務の提供についての契約は次のとおりです。
	役務の提供内容
	契約の相手方
	契約の相手方とした理由
	契約の締結状況

	○業務名
知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務委託（大阪府立男女共同参画・青少年センター）

○業務内容
　知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務
	○名称
大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合

○住所
大阪市中央区法円坂１-１-18
	・府内の主要な知的障がい者等の関係団体を組合員とし、知的障がい者等の事情に精通しているため。
・府内の福祉施設等との間に幅広いネットワークを有しており、府内全域から多くの就労訓練生（知的障がい者等）を送り出すことが可能であるため。
・知的障がい者等の就労訓練等に関する豊富な知識、経験、実績を有しているため。
・令和６年２月14日に同組合を特定者とした参加意思確認の公示を行い、他に本業務の実施を希望する者の有無を確認したが、参加希望者が無かったため。
	○契約日
令和８年４月１日

○契約期間
令和８年４月１日から
令和９年３月31日まで

○契約金額
　13,675,200円





障がい者支援施設等からの役務の提供について

大阪府財務規則第61条の４第１号及び第３号に基づく、障がい者支援施設等からの役務の提供についての契約は次のとおりです。
	役務の提供内容
	契約の相手方
	契約の相手方とした理由
	契約の締結状況

	○業務名
知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務委託（大阪府和泉保健所）

○業務内容
　知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務
	○名称
大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合

○住所
大阪市中央区法円坂１-１-18
	・府内の主要な知的障がい者等の関係団体を組合員とし、知的障がい者等の事情に精通しているため。
・府内の福祉施設等との間に幅広いネットワークを有しており、府内全域から多くの就労訓練生（知的障がい者等）を送り出すことが可能であるため。
・知的障がい者等の就労訓練等に関する豊富な知識、経験、実績を有しているため。
・令和６年２月14日に同組合を特定者とした参加意思確認の公示を行い、他に本業務の実施を希望する者の有無を確認したが、参加希望者が無かったため。
	○契約日
令和８年４月１日

○契約期間
令和８年４月１日から
令和９年３月31日まで

○契約金額
　4,202,726円





障がい者支援施設等からの役務の提供について

大阪府財務規則第61条の４第１号及び第３号に基づく、障がい者支援施設等からの役務の提供についての契約は次のとおりです。
	役務の提供内容
	契約の相手方
	契約の相手方とした理由
	契約の締結状況

	○業務名
知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務委託（大阪府立砂川厚生福祉センター管理棟等）

○業務内容
　知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務
	○名称
大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合

○住所
大阪市中央区法円坂１-１-18
	・府内の主要な知的障がい者等の関係団体を組合員とし、知的障がい者等の事情に精通しているため。
・府内の福祉施設等との間に幅広いネットワークを有しており、府内全域から多くの就労訓練生（知的障がい者等）を送り出すことが可能であるため。
・知的障がい者等の就労訓練等に関する豊富な知識、経験、実績を有しているため。
・令和６年２月14日に同組合を特定者とした参加意思確認の公示を行い、他に本業務の実施を希望する者の有無を確認したが、参加希望者が無かったため。
	○契約日
令和８年４月１日

○契約期間
令和８年４月１日から
令和９年３月31日まで

○契約金額
　2,203,080円





障がい者支援施設等からの役務の提供について

大阪府財務規則第61条の４第１号及び第３号に基づく、障がい者支援施設等からの役務の提供についての契約は次のとおりです。
	役務の提供内容
	契約の相手方
	契約の相手方とした理由
	契約の締結状況

	○業務名
服部緑地　知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務

○業務内容
　知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務
	○名称
大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合

○住所
大阪市中央区法円坂１-１-18
	・府内の主要な知的障がい者等の関係団体を組合員とし、知的障がい者等の事情に精通しているため。
・府内の福祉施設等との間に幅広いネットワークを有しており、府内全域から多くの就労訓練生（知的障がい者等）を送り出すことが可能であるため。
・知的障がい者等の就労訓練等に関する豊富な知識、経験、実績を有しているため。
・令和６年２月14日に同組合を特定者とした参加意思確認の公示を行い、他に本業務の実施を希望する者の有無を確認したが、参加希望者が無かったため。
	○契約日
令和８年４月１日

○契約期間
令和８年４月１日から
令和９年３月31日まで

○契約金額
　12,820,500円





障がい者支援施設等からの役務の提供について

大阪府財務規則第61条の４第１号及び第３号に基づく、障がい者支援施設等からの役務の提供についての契約は次のとおりです。
	役務の提供内容
	契約の相手方
	契約の相手方とした理由
	契約の締結状況

	○業務名
知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務委託（R8）（大阪府立狭山池博物館）

○業務内容
　知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務
	○名称
大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合

○住所
大阪市中央区法円坂１-１-18
	・府内の主要な知的障がい者等の関係団体を組合員とし、知的障がい者等の事情に精通しているため。
・府内の福祉施設等との間に幅広いネットワークを有しており、府内全域から多くの就労訓練生（知的障がい者等）を送り出すことが可能であるため。
・知的障がい者等の就労訓練等に関する豊富な知識、経験、実績を有しているため。
・令和６年２月14日に同組合を特定者とした参加意思確認の公示を行い、他に本業務の実施を希望する者の有無を確認したが、参加希望者が無かったため。
	○契約日
令和８年４月１日

○契約期間
令和８年４月１日から
令和９年３月31日まで

○契約金額
　6,850,800円





障がい者支援施設等からの役務の提供について

大阪府財務規則第61条の４第１号及び第３号に基づく、障がい者支援施設等からの役務の提供についての契約は次のとおりです。
	役務の提供内容
	契約の相手方
	契約の相手方とした理由
	契約の締結状況

	○業務名
知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務委託（大阪府立北大阪高等職業技術専門校）

○業務内容
　知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務
	○名称
大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合

○住所
大阪市中央区法円坂１-１-18
	・府内の主要な知的障がい者等の関係団体を組合員とし、知的障がい者等の事情に精通しているため。
・府内の福祉施設等との間に幅広いネットワークを有しており、府内全域から多くの就労訓練生（知的障がい者等）を送り出すことが可能であるため。
・知的障がい者等の就労訓練等に関する豊富な知識、経験、実績を有しているため。
・令和６年２月14日に同組合を特定者とした参加意思確認の公示を行い、他に本業務の実施を希望する者の有無を確認したが、参加希望者が無かったため。
	○契約日
令和８年４月１日

○契約期間
令和８年４月１日から
令和９年３月31日まで

○契約金額
　6,842,682円





障がい者支援施設等からの役務の提供について

大阪府財務規則第61条の４第１号及び第３号に基づく、障がい者支援施設等からの役務の提供についての契約は次のとおりです。
	役務の提供内容
	契約の相手方
	契約の相手方とした理由
	契約の締結状況

	○業務名
知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務委託（大阪府立南大阪高等職業技術専門校）

○業務内容
　知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務
	○名称
大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合

○住所
大阪市中央区法円坂１-１-18
	・府内の主要な知的障がい者等の関係団体を組合員とし、知的障がい者等の事情に精通しているため。
・府内の福祉施設等との間に幅広いネットワークを有しており、府内全域から多くの就労訓練生（知的障がい者等）を送り出すことが可能であるため。
・知的障がい者等の就労訓練等に関する豊富な知識、経験、実績を有しているため。
・令和６年２月14日に同組合を特定者とした参加意思確認の公示を行い、他に本業務の実施を希望する者の有無を確認したが、参加希望者が無かったため。
	○契約日
令和８年４月１日

○契約期間
令和８年４月１日から
令和９年３月31日まで

○契約金額
　7,226,780円





障がい者支援施設等からの役務の提供について

大阪府財務規則第61条の４第１号及び第３号に基づく、障がい者支援施設等からの役務の提供についての契約は次のとおりです。
	役務の提供内容
	契約の相手方
	契約の相手方とした理由
	契約の締結状況

	○業務名
知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務委託（大阪府立東大阪高等職業技術専門校）

○業務内容
　知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務
	○名称
大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合

○住所
大阪市中央区法円坂１-１-18
	・府内の主要な知的障がい者等の関係団体を組合員とし、知的障がい者等の事情に精通しているため。
・府内の福祉施設等との間に幅広いネットワークを有しており、府内全域から多くの就労訓練生（知的障がい者等）を送り出すことが可能であるため。
・知的障がい者等の就労訓練等に関する豊富な知識、経験、実績を有しているため。
・令和６年２月14日に同組合を特定者とした参加意思確認の公示を行い、他に本業務の実施を希望する者の有無を確認したが、参加希望者が無かったため。
	○契約日
令和８年４月１日

○契約期間
令和８年４月１日から
令和９年３月31日まで

○契約金額
　5,787,672円





障がい者支援施設等からの役務の提供について

大阪府財務規則第61条の４第１号及び第３号に基づく、障がい者支援施設等からの役務の提供についての契約は次のとおりです。
	役務の提供内容
	契約の相手方
	契約の相手方とした理由
	契約の締結状況

	○業務名
知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務委託（大阪府立夕陽丘高等職業技術専門校）

○業務内容
　知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務
	○名称
大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合

○住所
大阪市中央区法円坂１-１-18
	・府内の主要な知的障がい者等の関係団体を組合員とし、知的障がい者等の事情に精通しているため。
・府内の福祉施設等との間に幅広いネットワークを有しており、府内全域から多くの就労訓練生（知的障がい者等）を送り出すことが可能であるため。
・知的障がい者等の就労訓練等に関する豊富な知識、経験、実績を有しているため。
・令和６年２月14日に同組合を特定者とした参加意思確認の公示を行い、他に本業務の実施を希望する者の有無を確認したが、参加希望者が無かったため。
	○契約日
令和８年４月１日

○契約期間
令和８年４月１日から
令和９年３月31日まで

○契約金額
　5,109,126円





障がい者支援施設等からの役務の提供について

大阪府財務規則第61条の４第１号及び第３号に基づく、障がい者支援施設等からの役務の提供についての契約は次のとおりです。
	役務の提供内容
	契約の相手方
	契約の相手方とした理由
	契約の締結状況

	○業務名
知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務委託（大阪障害者職業能力開発校）

○業務内容
　知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務
	○名称
大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合

○住所
大阪市中央区法円坂１-１-18
	・府内の主要な知的障がい者等の関係団体を組合員とし、知的障がい者等の事情に精通しているため。
・府内の福祉施設等との間に幅広いネットワークを有しており、府内全域から多くの就労訓練生（知的障がい者等）を送り出すことが可能であるため。
・知的障がい者等の就労訓練等に関する豊富な知識、経験、実績を有しているため。
・令和６年２月14日に同組合を特定者とした参加意思確認の公示を行い、他に本業務の実施を希望する者の有無を確認したが、参加希望者が無かったため。
	○契約日
令和８年４月１日

○契約期間
令和８年４月１日から
令和９年３月31日まで

○契約金額
　5,170,836円





障がい者支援施設等からの役務の提供について

大阪府財務規則第61条の４第１号及び第３号に基づく、障がい者支援施設等からの役務の提供についての契約は次のとおりです。
	役務の提供内容
	契約の相手方
	契約の相手方とした理由
	契約の締結状況

	○業務名
知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務委託（大阪府立障がい者自立センター等）

○業務内容
　知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務
	○名称
大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合

○住所
大阪市中央区法円坂１-１-18
	・府内の主要な知的障がい者等の関係団体を組合員とし、知的障がい者等の事情に精通しているため。
・府内の福祉施設等との間に幅広いネットワークを有しており、府内全域から多くの就労訓練生（知的障がい者等）を送り出すことが可能であるため。
・知的障がい者等の就労訓練等に関する豊富な知識、経験、実績を有しているため。
・令和６年２月14日に同組合を特定者とした参加意思確認の公示を行い、他に本業務の実施を希望する者の有無を確認したが、参加希望者が無かったため。
	○契約日
令和８年４月１日

○契約期間
令和８年４月１日から
令和９年３月31日まで

○契約金額
　8,929,140円





障がい者支援施設等からの役務の提供について

大阪府財務規則第61条の４第１号及び第３号に基づく、障がい者支援施設等からの役務の提供についての契約は次のとおりです。
	役務の提供内容
	契約の相手方
	契約の相手方とした理由
	契約の締結状況

	○業務名
知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務委託（大阪府中央子ども家庭センター）

○業務内容
　知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務
	○名称
大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合

○住所
大阪市中央区法円坂１-１-18
	・府内の主要な知的障がい者等の関係団体を組合員とし、知的障がい者等の事情に精通しているため。
・府内の福祉施設等との間に幅広いネットワークを有しており、府内全域から多くの就労訓練生（知的障がい者等）を送り出すことが可能であるため。
・知的障がい者等の就労訓練等に関する豊富な知識、経験、実績を有しているため。
・令和６年２月14日に同組合を特定者とした参加意思確認の公示を行い、他に本業務の実施を希望する者の有無を確認したが、参加希望者が無かったため。
	○契約日
令和８年４月１日

○契約期間
令和８年４月１日から
令和９年３月31日まで

○契約金額
　7,500,900円






障がい者支援施設等からの役務の提供について

大阪府財務規則第61条の４第１号及び第３号に基づく、障がい者支援施設等からの役務の提供についての契約は次のとおりです。
	役務の提供内容
	契約の相手方
	契約の相手方とした理由
	契約の締結状況

	○業務名
知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務委託（なにわプラット）

○業務内容
　知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務
	○名称
大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合

○住所
大阪市中央区法円坂１-１-18
	・府内の主要な知的障がい者等の関係団体を組合員とし、知的障がい者等の事情に精通しているため。
・府内の福祉施設等との間に幅広いネットワークを有しており、府内全域から多くの就労訓練生（知的障がい者等）を送り出すことが可能であるため。
・知的障がい者等の就労訓練等に関する豊富な知識、経験、実績を有しているため。
・令和６年２月14日に同組合を特定者とした参加意思確認の公示を行い、他に本業務の実施を希望する者の有無を確認したが、参加希望者が無かったため。
	○契約日
令和８年４月１日

○契約期間
令和８年４月１日から
令和９年３月31日まで

○契約金額
　5,080,020円





障がい者支援施設等からの役務の提供について

大阪府財務規則第61条の４第１号及び第３号に基づく、障がい者支援施設等からの役務の提供についての契約は次のとおりです。
	役務の提供内容
	契約の相手方
	契約の相手方とした理由
	契約の締結状況

	○業務名
知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務委託（大阪府教育センター）

○業務内容
　知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務
	○名称
大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合

○住所
大阪市中央区法円坂１-１-18
	・府内の主要な知的障がい者等の関係団体を組合員とし、知的障がい者等の事情に精通しているため。
・府内の福祉施設等との間に幅広いネットワークを有しており、府内全域から多くの就労訓練生（知的障がい者等）を送り出すことが可能であるため。
・知的障がい者等の就労訓練等に関する豊富な知識、経験、実績を有しているため。
・令和６年２月14日に同組合を特定者とした参加意思確認の公示を行い、他に本業務の実施を希望する者の有無を確認したが、参加希望者が無かったため。
	○契約日
令和８年４月１日

○契約期間
令和８年４月１日から
令和９年３月31日まで

○契約金額
　15,710,640円





障がい者支援施設等からの役務の提供について

大阪府財務規則第61条の４第１号及び第３号に基づく、障がい者支援施設等からの役務の提供についての契約は次のとおりです。
	役務の提供内容
	契約の相手方
	契約の相手方とした理由
	契約の締結状況

	○業務名
日本万国博覧会記念公園万博記念ビル清掃業務委託

○業務内容
　日本万国博覧会記念公園万博記念ビルの清掃業務
	○名称
大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合

○住所
大阪市中央区法円坂１-１-18
	・府内の主要な知的障がい者等の関係団体を組合員とし、知的障がい者等の事情に精通しているため。
・府内の福祉施設等との間に幅広いネットワークを有しており、府内全域から多くの就労訓練生（知的障がい者等）を送り出すことが可能であるため。
・知的障がい者等の就労訓練等に関する豊富な知識、経験、実績を有しているため。
・令和７年５月１日に同組合を特定者とした参加意思確認の公示を行い、他に本業務の実施を希望する者の有無を確認したが、参加希望者が無かったため。
	○契約日
令和８年４月１日

○契約期間
令和８年４月１日から
令和９年３月31日まで

○契約金額
　6,766,320円





障がい者支援施設等からの役務の提供について

大阪府財務規則第61条の４第１号及び第３号に基づく、障がい者支援施設等からの役務の提供についての契約は次のとおりです。
	役務の提供内容
	契約の相手方
	契約の相手方とした理由
	契約の締結状況

	○業務名
知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務委託（大阪府貝塚子ども家庭センター）

○業務内容
　知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務
	○名称
大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合

○住所
大阪市中央区法円坂１-１-18
	・府内の主要な知的障がい者等の関係団体を組合員とし、知的障がい者等の事情に精通しているため。
・府内の福祉施設等との間に幅広いネットワークを有しており、府内全域から多くの就労訓練生（知的障がい者等）を送り出すことが可能であるため。
・知的障がい者等の就労訓練等に関する豊富な知識、経験、実績を有しているため。
・生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者就労訓練事業の実施事業所として認定を受けており、生活困窮者の就労訓練等に関する豊富な知識、経験、実績を有しているため。
・令和６年２月14日に同組合を特定者とした参加意思確認の公示を行い、他に本業務の実施を希望する者の有無を確認したが、参加希望者が無かったため。
	○契約日
令和８年４月１日

○契約期間
令和８年４月１日から
令和９年３月31日まで

○契約金額
　7,593,960円



